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令和５年度 

 事 業 計 画 書 

  

１ 事業方針 

定款の目的に基づき、川崎市及び横浜市の公害健康被害者の健康の回復及び福

祉の向上を図るとともに、川崎及び横浜両市民の大気汚染に係る健康被害の予防

に寄与することを目的として、前年度に引き続き次により事業を行う。 

(１) 検査・検診事業については、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく障

害程度の見直し及び認定更新に伴う医学的検査を行う。 

(２) 公害健康被害者の健康の回復及び福祉の向上を図ることを目的に保健福祉

事業を実施する。前年度に引き続き呼吸機能訓練教室を開催する。 

(３)  大気汚染に係る健康被害の予防に寄与することを目的に、健康被害の予防事

業として呼吸器健康相談事業を実施する。 

 

２ 事業計画の内容として 

(１) 検査・検診事業（事業費 ２９,４７８千円） 

令和５年度は、公害病被認定者を対象に次のとおり検査・検診を行う。 

検査結果に基づき、「医学的検査結果報告書」を作成し、川崎・横浜両市に

提出する。 

認定審査を終えた川崎市の被認定者の療養に関する資料と医学的検査結果

報告書はセンターに保管する。 

(２) 保健福祉事業（事業費 ８,１８０千円） 

公害病被認定者等を対象として、各分野の専門家により、日常生活における

療養の仕方、呼吸指導等の訓練を実施することにより、病状の改善と健康の回

  （件） 

川  崎  市 横  浜  市 合 計 

見直し ７５２ 見直し ８５  ８３７  

更新 １０１  更新 ５３  １５４  

更新見直し ２４３ ― ― ２４３  

計  １,０９６  計 １３８  １,２３４  
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復、保持・増進を図ることを目的として、呼吸機能訓練教室を開催する。 

年間１１回開催し、１回当たり３０人の予約制とする。 

教室内容 呼吸器疾患に関する講話、呼吸筋のストレッチ、気功療法等 

また、２回の知識普及講演会を実施することにより、呼吸機能訓練の重要性

を PR し、訓練教室への参加者の拡大を図っていく。 

(３) 健康被害の予防事業（事業費 ６,６０４千円） 

川崎市民の大気汚染に係る健康被害の予防に寄与するため、呼吸器健康相談

を行う。 

市民を対象に気管支ぜん息、ぜん息性肺疾患、慢性気管支炎及び肺気腫に関

する相談及び指導を行うことにより、当該疾患の予防及び当該疾患に係る患

者の健康の回復・保持・増進を図ることを目的として実施する。 

年間２０回開催し、このうち１８回については、これまでと同様に当センタ

ーで毎月第２木曜日を中心に実施する。 

残り２回については、「看護フェスタ」や「多摩区健康フェスタ」などのイ

ベントに参加し、市民の健康の保持・増進を図る。 

(４) その他 

令和５年度は、令和２年度に新型コロナウィルス感染症の影響により実施を

見送った１階の排風機の交換工事を行う。 


